
議
会
改
革

を
尽
く
し
、
真
の
地
方
自
治
実
現
に
向
け
て
活
動
す
る
。

（
最
高
規
範
性
）

第
４
条　
こ
の
条
例
は
、
議
会
の
運
営
に
お
け
る
最
高
規

範
と
す
る
。
議
会
は
、
こ
の
条
例
に
違
反
す
る
議
会
の
条
例
、

規
則
等
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　
議
会
及
び
議
員
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
理
念
や
原
則
、

こ
の
条
例
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
条
例
、
規
則
等
を
遵

守
す
る
。

第
２
章　
議
員
と
議
会
の
活
動
原
則

（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
５
条　
議
会
は
、
村
民
の
意
思
を
基
礎
と
し
、
村
の
政

策
決
定
及
び
そ
の
事
務
に
関
し
て
、
監
視
及
び
評
価
機
能

を
十
分
に
果
た
す
と
と
も
に
、
政
策
立
案
、
政
策
提
言
を

積
極
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　
議
会
は
、
公
平
性
、
透
明
性
、
信
頼
性
を
重
ん
じ
、
村

民
参
加
の
推
進
を
目
指
し
て
活
動
す
る
。

３　
議
会
は
、
議
決
に
関
し
て
村
民
に
説
明
す
る
義
務
を

有
す
る
。

４　
議
会
は
、
村
民
と
共
に
歩
む
開
か
れ
た
議
会
に
す
る

た
め
に
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
の
使
用
や
工
夫
を
凝
ら
し

た
議
会
運
営
に
努
め
、
常
に
改
革
に
取
り
組
む
。

（
議
員
の
活
動
原
則
）

第
６
条　
議
員
は
、
村
民
の
生
活
と
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
、

常
に
広
い
見
地
か
ら
村
政
を
総
合
的
に
と
ら
え
て
活
動
し

討
議
す
る
。

（
政
治
倫
理
）

第
７
条　
議
員
は
、
村
民
全
体
の
代
表
者
と
し
て
の
責
務

を
自
覚
し
、
常
に
高
い
倫
理
感
を
も
ち
、
法
令
を
遵
守
し
、

品
位
を
保
っ
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　
議
員
は
、
原
則
と
し
て
補
助
金
交
付
団
体（
受
益
団
体
）

の
代
表
に
は
就
任
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
。

第
３
章　
村
民
と
議
会
の
関
係

（
村
民
と
の
関
係
）

第
８
条　
議
会
は
、
村
民
の
意
見
把
握
に
努
め
、
議
会
活

動
及
び
政
策
提
言
に
反
映
す
る
と
と
も
に
、
村
民
が
参
加

す
る
機
会
の
確
保
に
努
め
る
。

２　
議
会
は
、
請
願
や
陳
情
を
村
民
に
よ
る
政
策
提
案
と

位
置
づ
け
、
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
提
出
者
の
説
明
を
聞

く
場
を
設
け
る
よ
う
に
努
め
る
。

（
意
見
交
換
）

第
９
条　
議
会
は
、
村
民
と
の
意
見
交
換
会
を
年
に
１
回

以
上
開
催
す
る
。

２　
議
会
は
、
村
民
か
ら
意
見
交
換
会
の
開
催
要
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
、
速
や
か
に
開
催
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　
議
会
は
、
村
民
の
意
見
を
把
握
す
る
た
め
に
意
見
公

募
を
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。　

４　
議
会
は
、
委
員
会
の
審
査
に
お
い
て
、
参
考
人
制
度
、

及
び
公
聴
会
制
度
を
十
分
に
活
用
す
る
。

（
政
策
の
提
言
）

第
１０
条　
議
会
は
、
意
見
交
換
等
で
把
握
し
た
村
民
の
意

見
を
、
常
任
委
員
会
等
で
検
討
し
、
村
長
等
に
対
応
を
求

め
る
と
と
も
に
政
策
提
言
に
反
映
す
る
。

（
会
議
の
公
開
と
傍
聴
）

第
１１
条　
会
議
は
、
原
則
と
し
て
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

２　
議
会
は
、
誰
も
が
傍
聴
し
や
す
い
環
境
の
確
保
に
努

め
る
と
と
も
に
、
傍
聴
者
に
審
議
及
び
審
査
内
容
が
分
か

る
よ
う
に
資
料
の
提
供
に
努
め
る
。

（
情
報
の
公
開
）

第
１２
条　
議
会
は
、
積
極
的
に
情
報
を
公
開
す
る
よ
う
に

努
め
る
。

第
４
章　
村
長
等
と
議
会
の
関
係

（
村
長
等
と
の
関
係
）

第
１３
条　
議
会
は
、
村
長
等
と
常
に
緊
張
感
あ
る
関
係
を

保
持
し
、
村
長
等
の
事
務
の
執
行
の
監
視
及
び
評
価
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
論
点
・
争
点
の
明
確
化
と
一
問
一
答
方
式
）

第
１４
条　
本
会
議
及
び
委
員
会
の
審
議
、
審
査
や
質
問
は
、

論
点
・
争
点
を
明
確
に
し
て
行
う
。

２　
一
般
質
問
は
、
一
問
一
答
方
式
と
す
る
。　　

３　
村
長
等
は
、
議
長
又
は
委
員
長
の
許
可
を
得
て
、
議

員
の
質
問
に
対
し
て
論
点
・
争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
の

発
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
策
等
の
形
成
過
程
の
説
明
）

第
１５
条　
村
長
は
、
議
会
に
政
策
、
施
策
、
行
政
計
画
及

び
事
業
等（
以
下「
政
策
等
」と
い
う
。）を
提
案
す
る
と
き
は
、

政
策
等
の
水
準
向
上
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の

説
明
及
び
資
料
の
提
出
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
１
）政
策
等
を
必
要
と
す
る
背
景
と
提
案
に
い
た
る
ま

で
の
経
緯

　
（
２
）他
自
治
体
の
類
似
す
る
政
策
等
と
の
比
較
検
討

　
（
３
）住
民
参
加
の
実
施
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

　
（
４
）総
合
計
画
に
お
け
る
根
拠
、
又
は
位
置
づ
け
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